
通常の月割額              一括徴収分 

                   93,600 円      ＋          33,000 円           一括徴収分は退職所得分ではありません。 

「給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収の手引」の９ページ目及び１０ページ目につきまして、 

納入書の記入例に誤りがあったため、本書のとおり訂正いたします。 

 

〈９ページ目〉 

① 通常の月割額のほかに一括徴収分があるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実際の納入金額と「納入金額(1)」が異なる場合は、「納入金額(1)」を二重線で消し、「給与分(一括徴収分を含む)」と「合計額」欄に 

納入する金額を記入してください。(訂正印及び金額の先頭に\マークは不要です。) 

また、実際の納入金額と「納入金額(1)」に記載の金額が同じ場合、「納入金額(2)」には何も記載せずそのまま納付してください。 

 



 

 

〈１０ページ目〉 

② 給与分のほかに「退職所得の分離課税」があるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給与分の納入金額のほかに、退職所得に係る市・道民税がある場合は、「納入金額(1)」を二重線で消し、「給与分(一括徴収分を含む)」、 

「退職所得分」と「合計額」欄に金額を記入してください。(訂正印及び金額の先頭に\マークは不要です。) 

  また、納入書裏面の記入方法に変更はございません。 


